
議第９４号 

  高山市放課後児童クラブの設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

 高山市放課後児童クラブの設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

  令和４年１２月１日提出 

高山市長  田 中  明

提案理由 

高山市荘川小学校区放課後児童クラブの位置を変更するため改正しようとする。 



   高山市放課後児童クラブの設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 高山市放課後児童クラブの設置等に関する条例（昭和５３年高山市条例第４５号）の一部を次の

ように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 クラブの名称及び位置は、次のとおり

とする。 

第２条 クラブの名称及び位置は、次のとおり

とする。 

名称 位置 

高山市東小学校区放課後児童クラブの項～

高山市清見小学校区放課後児童クラブの項 

 （略） 

高山市荘川小学校区

放課後児童クラブ 

高山市荘川町新渕１

３０番地 

高山市宮小学校区放課後児童クラブの項～

高山市栃尾小学校区放課後児童クラブの項 

 （略） 
 

名称 位置 

高山市東小学校区放課後児童クラブの項～

高山市清見小学校区放課後児童クラブの項 

 （略） 

高山市荘川小学校区

放課後児童クラブ 

高山市荘川町猿丸２

７番地 

高山市宮小学校区放課後児童クラブの項～

高山市栃尾小学校区放課後児童クラブの項 

 （略） 
 

２ （略） ２ （略） 

   附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 

 


